
山口県立総合医療センター 医薬品・医療機器製造販売後調査取り扱い規定＜概要＞ 

（平成 13 年 8 月改訂）（平成 19 年 1 月改訂） 

 

【開始時】 

 

①製造販売後調査依頼 

 

②承 諾 

 

③実施願提出    ⑦契約締結 

 

 

  

⑥契約締結依頼 

 

⑤承認 

④審査依頼 

 

 

 

 

 

【終了時】 

 

①製造販売後調査完了報告書提出     ②終了報告 

 

                              

③承認 

⑦経費執行計画提出 

④終了手続き依頼 

経費請求依頼 

⑤経費請求 

 

⑥経費納入 

 

 

【経費内容】 

製造販売後調査受託費＝製造販売後調査に要する経費 

管理的経費＝製造販売後調査受託費×0.1 

調査依頼者 

病院長 

治験審査委員会 

医師等 
（診療部長の承

認が必要） 

臨床研究センター 事務局総務班 

製造販売後調査 

実施医師 臨床研究センター 

事務局総務班 調査依頼者 

治験審査委員会 


